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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 平成２５年１２月９日 ０６時００分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市岳崎
たけざき

鼻東方沖 

松浦市所在の津崎
つ ざ き

鼻灯台から真方位１１６°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°２３.４′ 東経１２９°４１.６′） 

事故調査の経過  平成２６年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ７８７芳将
ほうしょう

、１９トン 

 ＮＳ２－２３４５１（漁船登録番号）、丸一水産株式会社 

 ２２.４７ｍ（Lr）×４.９８ｍ×１.４８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、８９０kＷ、平成２５年７月１０日 

 第２９２－５０５００号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

一級小型船舶操縦士 

  免 許登録日 平成１６年２月２７日 

  免許証交付日 平成２５年１０月２２日 

         （平成３１年２月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 養殖網が破損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、平成２５年１２月９日０

２時００分ごろ長崎県平戸市生月
いきつき

島北西方約１１Ｍの漁場を発進し、

水揚げ地の松浦市調川
つきのかわ

港に向かった。 

船長は、約１３ノットの対地速力とし、背もたれのある操縦席に座

って自動操舵として単独で操船に当たり、津崎鼻北西方沖で眠気を感

じたが、同じ姿勢で東南東進した。 

船長は、津崎鼻北東方沖を通過後、自動操舵で岳崎鼻東方沖に設置

された養殖施設の北東側の黄色点滅灯に向け、右転して南東進した。

船長は、黄色点滅灯に向けて右転後、居眠りに陥り、本船が、０６

時００分ごろ養殖施設に進入した。 

船長は、衝撃で目を覚まし、機関を停止してサーチライトを使って
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周囲の状況を確認したところ、何事もないように見え、本船も航行に

支障はなかったことから、調川港に向かった。 

養殖施設は、養殖網が破損して養殖魚（ぶり）約２,６００匹が逃

げ出した。 

船長は、養殖施設に損傷があったことを知らずに操業を続けていた

が、約１か月後、所属会社に対し、海上保安庁から養殖施設損傷に関

する照会があり、本事故のことを知り、事後の対応を行った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長は、調川港に向けて航行する際、津崎鼻北東方沖から養殖施設

北東側の黄色点滅灯に向けて右転を行い、同点滅灯に近づけば、進路

の微調整を行いながら、同点滅灯の沖側を通過し、その後、調川港に

向けて右転していた。 

本船は、船長が黄色点滅灯に向けて右転した際、同点滅灯の陸側

（養殖施設側）に向いていた。 

船長は、休漁日の７日に５～６時間の睡眠をとり、８日１３時００

分に定係地を出港し、操船や夜通しの操業を行った後、本事故当時の

操船を行っていた。 

甲板員２人は、操業及び水揚げ作業を行う要員であり、航行中、船

員室で休息をとっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、津崎鼻北東方沖から岳崎鼻東方沖の養殖施設北東側の黄色

点滅灯に向けて自動操舵で南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに

陥ったことから、同養殖施設に進入し、養殖網が破損したものと考え

られる。 

船長は、背もたれのある操縦席に座り、自動操舵で航行中、眠気を

感じたものの、同じ姿勢で操船を続けたことから、居眠りに陥った可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、津崎鼻北東方沖から岳崎鼻東方沖の養殖

施設北東側の黄色点滅灯に向けて自動操舵で南東進中、単独で操船中

の船長が居眠りに陥ったため、同養殖施設に進入したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・単独で操船する場合、時々、立って操船したり、舵輪による手動

操舵にしたりするなどして居眠りに陥らないようにすること。 

・眠気を感じた場合、休息中の甲板員を起こし、２人で当直を行う
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などして居眠り防止に努めること。 

 


